
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

令和８年度 

がんばる地域応援事業補助金 

「自分たちのまちは、自分たちの手で、元気にしたい。」 
市民力・地域力によるまちづくりを実現する団体のスタートアップを支援します。 

◆補助制度概要◆ 

区分 補助率 補助限度額など 

１． 
地域活性化を図る
ソフト事業 

 

① 一般事業 1/2 以内 ５０万円 

・申請回数は年度内に 1 回。 

通算 5 年まで申請可 

・新規事業は選定委員会、継続 

事業は書面での審査。 

② チャレンジ事業 
a. 1 団体による申請 
b. 複数団体による合同申請 

9/10 以内 １０万円※ 

・申請回数は年度内に 1 回。 

通算 5 年まで申請可 

・新規事業、継続事業に関わらず 

書面審査のみ。 

２．地域連携を図るハード事業 
＊類似公民館等の備品、施設修繕は対象外 

1/3 以内 
改修 50 万円 

新設 100 万円 

・申請回数は年度内に 1 回。 

申請の翌年から 5 年間は 

申請不可。 

・改修、新設ともに書面審査のみ。  

※ ②-b の場合、10 万円×合同申請団体数（上限額：50 万円）が補助上限となります。 

1.ソフト事業…唐津市民 5 人以上の任意団体、地縁団体、認可地縁団体、唐津市内に拠点を置く NPO 法人、

になります（上記区分①・②共通）。ただし、②-b は地縁団体・認可地縁団体に限ります。 

2.ハード事業…地縁団体および認可地縁団体に限ります。 

●補助対象者は？ 

●どうすれば補助を受けられる？ ～補助金全体の流れ～ 

申 込 
審 査 

申 請 実 施 報 告 

・市に申込書を提出 
します。 

・新規申込の団体は 
選定委員会での審 
査を、継続申込の 
団体等は書類審査 
を受けます。 
【新規申込期限】 

毎 月 20 日 
【最終申込期限】 

 

・事業が採択された 
ら申請書を作成し、 
必要書類を揃えて 
期限内に提出しま 
す。 

【申請書提出期限】 

採択通知日から 

3 0 日 以 内 

2/2６（金） 

・交付決定通知が出 
たら、計画に沿っ 
て事業を実施しま 
す。 

・計画に変更が生じ 
る場合は、事前に 
担当課に相談して 
ください。 

【事業期間】 

 

・事業完了後、領収書 
の写しや添付書類 
をまとめて、期限内 
に実施報告書を提 
出します。 

 

 

または 

3/31 の早い方 
※4 月は 24 日(金)が期限。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

●どんなことができる？ ～補助対象事業～ 

◎ハード事業…地域の自治会等が所有・管理している施設等の新設または改修、備品の購入など 

●どんなことが「できない」？ ～補助対象外となるもの～ 

次に掲げる事業は対象になりません。 

 ・ソフト事業において、通算５年間実施した事業 

 ・ハード事業において、この補助金を活用して 5 年を経過していない地区の事業 

 ・地域で恒例となっているイベント、祭り、運動会等の事業 

 ・類似公民館の備品購入や施設修繕 

 ・専ら営利を目的とする事業 

 ・政治的または宗教的活動を目的とする事業 

 ・他の補助金の交付を受けている事業および今後補助金の交付を受ける見込みがある事業 

その他、市⾧が補助金の交付目的に適合しないと認めるものについても補助対象外となります。 

●審査はどんなもの？  

◎選定委員会…市役所内での選定委員会において事業説明（プレゼンテーション）が必要です。 

      <対象> ソフト事業：一般事業のうち初めて申請する事業および継続事業のうち事業内容を 

                大幅に変更するもの 

 <日程> 毎月２０日申請申し込み〆 ２５日選定委員会開催 

       ※原則として上記日程ですが、土日を挟む場合や都合により前後することがあります。 

◎書面審査…申込書を提出後、随時書面審査を行います。プレゼンテーションは不要です。 

      <対象> ・ソフト事業：一般事業のうち申請が 2 回目以降の継続事業およびチャレンジ事業 

・ハード事業 

<地域交流> <環境整備・保全> <福祉/健康関連> <防犯防災関連> 

◎ソフト事業…地域が新たに取り組む各種イベントなど 

★詳しくは、下記へお問合せください。 

（例） 

（例） 

 <地区の掲示板設置> <物置購入> <テント購入> 

この事業は、全国の皆様から贈られた「ふるさと寄附金」を活用して実施しています。 


